
日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学公的研究費等経理事務取扱内規 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この内規は、日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学の公的研究費

等の取扱いに関する基準を定めることにより、経理事務を迅速かつ正確に処理すること

を目的とする。 

 

（適用の範囲） 

第２条 公的研究費等の経理に関する事項は、法令等に定めのある場合のほか、この内

規の定めるところによる。 

 

（会計処理の原則） 

第３条 公的研究費等の会計処理は、公的研究費等配分機関が定めるもののほか、本学

の会計処理手続きに従い、適確に行うものとする。 

 

（会計年度） 

第４条 公的研究費等の会計年度は、公的研究費等配分機関が定めるもののほか、毎年

４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終了する。 

 

（経理の事務処理） 

第５条 公的研究費等の会計処理は、経理課経理係において行う。 

 

（経理の責任者） 

第６条 経理事務の最高管理責任者は学長とし、統括管理責任者は事務局（部）長、経

理管理責任者は経理課長とする。また、補助事業ごとの経理管理担当者は、経理係のう

ちから選任する。 

 

第２章 勘定科目及び帳簿組織 

 

（勘定科目） 

第７条 勘定科目は、公的研究費等配分機関の定め及び例示等に基づき設けるものとす

る。 

２ 前項のほか、最高管理責任者の承認を得て、必要な勘定科目を設定することができ

るものとする。 

 

（会計帳簿） 

第８条 会計帳簿は、次の各号のとおりとする。 

（１）公的研究費等収支簿（研究者別・研究目的別） 

（２）補助簿 



 

（会計伝票の起票） 

第９条 資金取引は、会計伝票によって処理するものとする。 

２ 会計伝票は、所定の手続きによりその証拠となるべき証憑書類を添付のうえ、統括

管理責任者の承認を得なければならない。 

 

（帳簿書類の保存） 

第 10 条 会計帳簿その他会計関係書類は、公的研究費等の交付を受けた年度終了後、

５年間保存しなければならない。 

 

第３章 金銭会計 

 

（金銭の範囲） 

第 11 条 この内規において、金銭とは預貯金及び現金をいい、現金とは通貨のほか郵

便為替証書及び官公署の支払通知書等をいう。 

 

（金銭の管理及び出納責任者） 

第12条 金銭の管理及び出納の責任者は、経理管理責任者とする。 

 

（金銭の出納） 

第 13 条 金銭の出納は、手続きが終了した会計伝票に基づき、経理管理担当者が行う

ものとする。 

 

（預貯金の管理） 

第 14 条 公的研究費等の交付を受けた場合は、速やかに金融機関に預け入れ、直接支

払いに充当することなく、適正に管理しなければならない。 

２ 預貯金により生じた利息については、原則として、当該研究を遂行するための経費

に充当するものとする。 

 

第４章 固定資産・物品会計等 

 

（固定資産・物品の範囲） 

第15条 この内規において、固定資産とは学校法人日本赤十字学園経理規程（以下「経

理規程」という。）第４０条に規定する固定資産のうち、教育研究用機器備品及び図書を

いい、物品とは経理規程第４９条に規定する用品及び消耗品をいう。 

 

（固定資産等の取得） 

第 16 条 研究者が固定資産及び物品を購入しようとするときは、物品購入申請書・発

注伺書及び書籍購入申請書・発注伺書により、固定資産においては、最高管理責任者の

承認を、物品においては、統括管理責任者の承認を得て行うものとする。 

２ 前項により購入した固定資産については、研究者は購入後直ちに本学に寄付するも



のとし、受け入れた固定資産等には、公的研究費等で購入したものである旨を記し、本

学の固定資産として適切に管理するものとする。 

 

（固定資産の価額・管理・処分） 

第 17 条 前条により取得した固定資産の価額、管理、処分等については、学校法人赤

十字学園固定資産・物品管理規程に基づき行うものとする。 

 

（その他経費の支出等） 

第 18 条 第１６条に規定するもの以外の経費を支出しようとするときは統括管理責任

者の承認を得て行うものとする。 

２ 公的研究費等によって出張しようとするときは、本学の所定の手続きにより承認を

得て行うもとする。 

 

（決算及び報告） 

第 19 条 公的研究費等の決算については、当該年度の会計記録を集計し、収支の状況

を明らかにするものとする。 

２ 決算の結果については、最高管理責任者の承認を得て、所定の様式に基づき当該補

助金配分機関へ、速やかに報告するものとする。 

 

第５章 雑則 

 

（内規の取扱い） 

第 20 条 公的研究費等の執行に関し、この内規に定めがないときは、学校法人日本赤

十字学園の諸規程に準拠して処理するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第21条 この規程の改廃は、経営会議の議を経て学長が行う。 

 

附 則 

  この内規は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この内規は、平成２７年１月１日から施行する。 


